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１. 調査目的 

本調査は、上田地域広域連合が管理する東部クリーンセンターの稼働及び信州ウッ

ドパワー株式会社が管理する木質バイオマス発電所稼働に伴い、周辺環境の影響を把

握するため実施する。 

 

２. 施設の概要 

   対象施設（東部クリーンセンター・木質バイオマス発電所）の位置を図１、航空写真

を図２に示す。 

 

  対象施設① 

名 称 ：東部クリーンセンター 

   所在地 ：長野県東御市田中６５６番地２ 

   管理者 ：上田地域広域連合 

   施設種類：廃棄物焼却炉（ごみ焼却施設） 

   処理能力：30ｔ/日（15t/日×2 炉）8 時間 

 

  対象施設② 

名 称 ：木質バイオマス発電所 

   所在地 ：長野県東御市羽毛山５１９番地１ 

   事業者 ：信州ウッドパワー株式会社 

   施設種類：木質バイオマス発電施設 

発電出力：1,990kW 

仕 様 ：空冷式蒸気タービン発電 
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図１ 対象施設位置図 

対象施設①(東部クリーンセンター)

１ｋｍ 

対象施設②(木質バイオマス発電所)
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図２ 航空写真図 

１ｋｍ 

対象施設①(東部クリーンセンター) 

対象施設②(木質バイオマス発電所)
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３. 地域の概況 

３-１人口の状況 

   対象施設周辺である、東御市田中、羽毛山の２地区の人口推移を表１に示す。田中区

は、ほぼ横ばいで、羽毛山区は減少傾向で、東御市全体では減少している。 

 

表１ 人口・世帯数 

地区名等 平成29年5月 平成30年5月 令和元年 5月 令和 2 年 5月 令和 3 年 5月

田中区 1,614 1,549 1,608 1,620 1,617

羽毛山区 333 332 328 322 318

東御市 30,718 30,320 30,163 29,992 29,824

出典：「東御市の人口」（東御市ホームページ） 

 

３-２交通の状況 

３-２-１道路 

   対象施設周辺の主な道路は、国道 18 号、県道 81 号（丸子東部インター線）、県道 166

号（東部望月線）、県道 167 号（丸子北御牧東部線）、県道 422 号（羽毛山大日向線）が

ある。 

   対象施設周辺の平成 27 年度道路交通センサス調査の調査結果は表２に、対象路線等

は図３に示す。最寄の交通量観測地点における昼間 12 時間交通量は、東部望月線の

4,761 台となっている。 

 

表２ 道路交通センサス調査結果（平成 27 年度） 

観測

地点

番号 

路線

番号 
路線名 交通量観測地点名 

交通量（台） 

昼間 12 時間 24 時間 

1 81 丸子東部インター線 東御市羽毛山 9,851 12,825

2 81 丸子東部インター線 東御市常田 505-1 8,944 11,717

3 166 東部望月線 東御市田中字六反 141-1 4,761 6,237

出典：「平成 27 年度道路交通センサス報告書」（長野県ホームページ） 

 

３-２-２鉄道 

   対象施設周辺の鉄道は、しなの鉄道があり田中駅が近くにある。 
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図３ 対象施設周辺の交通量観測地点及び道路交通網 

観測地点 No.1 

観測地点 No.3

観測地点 No.2 

１ｋｍ

田中駅 

対象施設②(木質バイオマス発電所)

対象施設①(東部クリーンセンター) 
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３-３土地利用の状況 

   対象施設周辺は、東御市に位置しているため、東御市における土地利用状況を表３に

示す。山林が多く占め、次に畑、田が多い。 

 

表３ 東御市の地目別土地利用状況（平成 31 年 1 月 1 日現在） 

市名 総面積 

ｋ㎡ 

田 

千㎡ 

畑 

千㎡ 

宅地 

千㎡ 

鉱泉地

千㎡ 

池沼

千㎡

山林 

千㎡ 

牧場 

千㎡ 

原野 

千㎡ 

その他

千㎡ 

東御市 112.37 12,701 16,931 9,091 0 64 63,064 - 1,536 8,981

出典：「平成 30 年（2018 年）長野県統計書〔123 回〕」（長野県ホームページ） 

 

 

３-４都市計画区域 

   対象施設周辺における都市計画区域及び用途地域の指定状況を図４に示す。対象施

設①は工業地域に指定されており、対象施設②は用途地域の指定はない。 
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図４ 対象施設周辺の都市計画区域 

対象施設②(木質バイオマス発電所)

対象施設①(東部クリーンセンター) 
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３-５環境保全についての配慮が必要な施設の状況 

   対象施設周辺における環境保全についての配慮が必要な施設として、学校教育法に

規定する学校、児童福祉法に規定する保育所、医療法に規定する病院及び診療所（患者

を入院させる施設を有するもの）、図書館法に規定する図書館及び老人福祉法に規定す

る特別養護老人ホーム等がある。 

   対象施設周辺における環境保全についての配慮が必要な施設は表４、位置図を図５

に示す。 

 

表４ 環境保全についての配慮が必要な施設 

地点番号 施設区分 名称 所在地 

1 学校 学校法人くるみ学園くるみ幼稚園 東御市県３７２−３ 

2 学校 東御市立田中小学校 東御市県７１－２ 

3 学校 東御市立東部中学校 東御市常田３００−２ 

4 学校 長野県東御清翔高等学校 東御市県２７６ 

5 学校 長野救命医療専門学校 東御市田中６６−１ 

6 保育園 東御市立田中保育園 東御市田中４５９−２ 

7 図書館 東御市立図書館 東御市県２８１−２ 

8 病院 東御市民病院 東御市鞍掛１９８ 
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図５ 対象施設位置図 

1

2 3 
4

6

5

7
8 

対象施設①(東部クリーンセンター) 

１ｋｍ 

対象施設②(木質バイオマス発電所)
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３-６環境の保全を目的とした関係法令等による指定、規制等の状況 

３-６-１大気汚染 

１) 環境基準 

   大気の汚染に係る環境基準は「人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持され

ることが望ましい基準」として環境基本法及びダイオキシン類対策特別措置法に定め

られている。 

   大気の汚染に係る環境基準は表５、ダイオキシン類に関する環境基準は表６に示す。 

 

表５ 大気の汚染に係る環境基準 

（昭和 48 年５月８日環境庁告示第 25 号 最終改正 平成 30 年 11 月 19 日環境省告示第 100 号） 

物  質 
 

二酸化いおう 一酸化炭素 
 

浮遊粒子状物質 二酸化窒素
光化学 

オキシダント
微小粒子状物質 ベンゼン 

トリクロロ 

エチレン 

テトラクロロ

エチレン 
ジクロロメタン

環境上 

の条件 

１時間値の１

日 平 均 値 が

0.04ppm 以 下

であり、かつ、

１ 時 間 値 が

0.1ppm 以下で

あること。 

１時間値の１

日 平 均 値 が

10ppm 以下で

あり、かつ、１

時間値の８時

間 平 均 値 が

20ppm 以下で

あること。 

１時間値の１日

平 均 値 が

0.10mg/m3 以 下

であり、かつ、１

時 間 値 が

0.20mg/m3 以 下

であること。 

１時間値の１

日 平 均 値 が

0.04ppm か ら

0.06ppm ま で

のゾーン内ま

たはそれ以下

であること。

１ 時 間 値 が

0.06ppm 以 下

であること。

１年平均値が

15µg/m3 以下で

あり、かつ、１日

平均値が 35µg/m3

以下であること。

１年平均値が

0.003mg/m3 以下

であること。 

１ 年 平 均 値 が

0.13mg/m3 以 下

であること。 

１年平均値が

0.2mg/m3 以 下

であること。

１年平均値が

0.15mg/m3 以下

であること。

測 定 

方 法 

溶液導電率法

又は紫外線蛍

光法 

非分散型赤外

分析計を用い

る方法 

濾過捕集による

重量濃度測定方

法又はこの方法

によって測定さ

れた重量濃度と

直接的な関係を

有する量が得ら

れる光散乱法、

圧電天びん法若

しくはベータ線

吸収法 

ザルツマン試

薬を用いる吸

光光度法又は

オゾンを用い

る化学発光法

中性ヨウ化カ

リウム溶液を

用いる吸光光

度法若しくは

電量法、紫外線

吸収法又はエ

チレンを用い

る化学発光法

濾過捕集によ

る質量濃度測

定方法又はこ

の方法によっ

て測定された

質量濃度と等

価な値が得ら

れると認めら

れる自動測定

機による方法

キャニスター若しくは捕集管により採取した試料をガスクロマト

グラフ質量分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能

を有すると認められる方法 

備 考 

 １ 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。 

 ２ 浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10µm 以下のものをいう。 

 ３ 二酸化窒素について、１時間値の１日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、

又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。 

 ４ 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するも

のに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。 

 ５ 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が 2.5µm の粒子を 50％の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後

に採取される粒子をいう。 

出典：公害関係基準のしおり，一般社団法人長野県産業環境保全協会（令和 3年 3月） 
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表６ ダイオキシン類に関する環境基準 

 
出典：公害関係基準のしおり，一般社団法人長野県産業環境保全協会（令和 3年 3月） 
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２) 排出基準 

   ばい煙発生施設から発生するばい煙及び指定物質は、その施設の種類、規模に応じて

「大気汚染防止法」及び同法施行令で規制されている。また、ダイオキシン類を発生し、

大気中に排出する施設の排出基準は、「ダイオキシン類対策特別措置法」、同施行令及び

同施行規則で規制されている。 

   対象施設の廃棄物焼却炉（ごみ焼却施設）に係る排出基準は表７に示す。 

 

表７ 廃棄物焼却炉（ごみ焼却施設）に係る排出基準 

項  目 排出基準値 根拠法令 

ばいじん 0.25g/N ㎥ 注)1 

（酸素濃度 12％換算） 

大気汚染防止法 
硫黄酸化物 K 値 17.5 

窒素酸化物 250 ㎤/N ㎥（250ppm）注)2

塩化水素 700 ㎎/N ㎥（430ppm） 

全水銀 50μg/ N ㎥ 注)3 

ダイオキシン類 10ng-TEQ/N ㎥ 注)4 ダイオキシン類対策特別措置法

注 1.処理能力が 1時間あたり 2,000 ㎏未満の施設に係る排出基準 

2.連続炉以外は、規模が 4 万 N ㎥/h 以上（最大排ガス量）の施設に係る排出基準 

3.平成 30 年 4 月 1日に既に設置されている既存施設に係る排出基準 

4.平成 12 年 1 月 14 日以前に設置された焼却能力が 1時間あたり 2,000 ㎏未満の施設に係る 

排出基準 

出典：公害関係基準のしおり，一般社団法人長野県産業環境保全協会（令和 3年 3月） 

 

 

３-６-２悪臭 

１) 敷地境界における規制基準 

   「悪臭防止法」に基づく敷地の境界の地表における規制基準は表８に示す。なお、対

象施設周辺は、「東御市環境をよくする条例」により指定地域が指定されており第２地

域である。「東御市環境をよくする条例」の悪臭に係る規制基準を表９に、悪臭規制地

域の指定を表１０に示す。 
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表８ 敷地境界における規制基準 

 

出典：公害関係基準のしおり，一般社団法人長野県産業環境保全協会（令和 3年 3月） 
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表９ 「東御市環境をよくする条例」の悪臭に係る規制基準 

物質名 第 1 地域 第 2 地域 

1 アンモニア 1(ppm) 5(ppm) 

2 メチルメルカプタン 0.002 0.01 

3 硫化水素 0.02 0.2 

4 硫化メチル 0.01 0.2 

5 トリメチルアミン 0.005 0.07 

6 二硫化メチル 0.03 0.1 

7 アセトアルデヒド 0.1 0.5 

8 スチレン 0.8 2 

9 プロピオン酸 0.07 0.2 

10 ノルマル酪酸 0.002 0.006 

11 ノルマル吉草酸 0.002 0.004 

12 イソ吉草酸 0.004 0.01 

出典：「東御市環境をよくする条例施行規則」規則第 72 号（平成 16 年 4月 1日） 

 

表１０ 「東御市環境をよくする条例」の悪臭規制地域の指定 

区分 区域 

第 1地域 ア 第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、住居地域及び近隣商業地域 
イ 鞍掛字中原、字上平及び字平の各一部 
ウ 加沢字東原、字西沖、字屋丁、字瀬木、字善福寺、字宮ノ反、字舟久保及び久保田の各一部 
エ 新屋字西五町及び字山道の各一部 
オ 県、字夏目田、字針の木沢、字山道、字久保田、字前田及び字西前田の各一部 
カ 海善寺字中寺坂、字立石、字砂原、字中島、字東裏、字下権田、字西寺坂、字滋野鎮及び字日向

が丘の各一部 
キ 字和、字下曽利、字東成沢、字西成沢、字王田、字臣村、字丸山、字月夜平、字若宮及び字前田

の各一部 
ク 本海野字川原、字下川原及び字南屋敷の各一部 
ケ 海善寺字下権田の一部 
コ 和字蛇川原の一部 
サ 祢津字油田、字加沢久保及び字下金山の各一部 

第 2地域 ア 工業地域 
イ 滋野字牧家、字床村、字水渡、字細田、字桜沢、字厚際及び字室蔵坊の各一部 
ウ 田中字中田及び字八名之上の各一部 

備考 この表において、第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、住居地域、近隣商業地域、商業地域、

準工業地域及び工業地域とは、都市計画法第 8条第 1 項の規定により定められた用途地域をいう 

出典：「東御市環境をよくする条例施行規則」規則第 72 号（平成 16 年 4月 1日） 
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３-６-３土壌 

１) 環境基準 

   土壌の汚染に係る環境基準は、「人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持され

ることが望ましい基準」として環境基本法及びダイオキシン類対策特別措置法に定め

られている。 

   土壌の汚染に係る環境基準は表１１、ダイオキシン類に関する環境基準は表１２に

示す。 

 

表１１ 土壌の汚染に係る環境基準（1） 

○土壌の汚染に係る環境基準 

（平成３年８月 23 日環境庁告示第 46 号 最終改正 令和２年４月２日環境省告示第 44 号） 

項    目 
環 境 上 の 条 件 

測   定   方   法 
検 液 中 濃 度 農用地における基準

カ ド ミ ウ ム 0.003mg/L 以下 
産米中濃度 

0.4mg/kg 以下 

環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっ

ては、JIS K0102 の 55.2、55.3 又は 55.4 に定める

方法、農用地に係るものにあっては、昭和 46 年６

月農林省令第 47 号に定める方法 

全 シ ア ン 検出されないこと。

 JIS K0102 の 38 に定める方法（JIS K0102 の 38.1.1

及び 38 の備考 11 に定める方法を除く。）又は昭和

46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表１に掲げる方法 

有 機 燐 検出されないこと。

 昭和49年９月環境庁告示第64号付表１に掲げる方

法又は JIS K0102 の 31.1 に定める方法のうちガス

クロマトグラフ法以外のもの（メチルジメトンにあ

っては、昭和 49 年９月環境庁告示第 64 号付表２に

掲げる方法） 

鉛 0.01mg/L 以下  JIS K0102 の 54 に定める方法 

六 価 ク ロ ム 0.05mg/L 以下 

 JIS K0102 の 65.2（JIS K0102 の 65.2.7 を除く）に

定める方法（ただし、JIS K0102 の 65.2.6 に定める

方法により塩分濃度の高い試料を測定する場合に

あっては、JIS K0170-7 の 7 の a）又は b)に定める

操作を行うものとする。） 

砒 素 0.01mg/L 以下 
土壌中濃度（田に限

る。）15mg/kg 未満 

環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっ

ては、JIS K0102 の 61 に定める方法、農用地に係る

ものにあっては、昭和 50 年４月総理府令第 31 号に

定める方法 

総 水 銀 0.0005mg/L 以下 
 昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表２に掲げる

方法 

ア ル キ ル 水 銀 検出されないこと。
 昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表３及び昭和

49 年９月環境庁告示第 64 号付表３に掲げる方法 

Ｐ Ｃ Ｂ 検出されないこと。
 昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表４に掲げる

方法 

銅 
 

 

土壌中濃度（田に限

る。）125mg/kg 未満
昭和 47 年 10 月総理府令第 66 号に定める方法 

ジ ク ロ ロ メ タ ン 0.02mg/L 以下  JIS K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

四 塩 化 炭 素 0.002mg/L 以下 
 JIS K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定

める方法 

ク ロ ロ エ チ レ ン 0.002mg/L 以下  平成９年３月環境庁告示第 10 号付表に掲げる方法

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 
 JIS K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、又は 5.3.2 に定め

る方法 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下  JIS K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 
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表１１ 土壌の汚染に係る環境基準（2） 

出典：公害関係基準のしおり，一般社団法人長野県産業環境保全協会（令和 3年 3月） 

項    目 
環 境 上 の 条 件 

測   定   方   法 
検 液 中 濃 度 農地における基準

1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下

 シス体にあっては JIS K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2

に定める方法、トランス体にあっては JIS K0125 の

5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法 

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L 以下 
 JIS K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定

める方法 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下
 JIS K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定

める方法 

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01mg/L 以下
 JIS K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定

める方法 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下
 JIS K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定

める方法 

1 , 3 -ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下  JIS K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法 

チ ウ ラ ム 0.006mg/L 以下
 昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表５に掲げる方

法 

シ マ ジ ン 0.003mg/L 以下
 昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表６の第１又は

第２に掲げる方法 

チ オ ベ ン カ ル ブ 0.02mg/L 以下
 昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表６の第１又は

第２に掲げる方法 

ベ ン ゼ ン 0.01mg/L 以下  JIS K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 

セ レ ン 0.01mg/L 以下  JIS K0102 の 67.2、67.3 又は 67.4 に定める方法 

ふ っ 素 0.8mg/L 以下 

 JIS K0102 の 34.1（JIS K0102 の 34 の備考１を除

く。）若しくは 34.4(妨害となる物質としてハロゲン

化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を

測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約

200ml に硫酸 10ml、りん酸 60ml 及び塩化ナトリウム

10g を溶かした溶液とグリセリン 250ml を混合し、水

を加えて 1,000ml としたものを用い、JISＫ0170－６

の６図２注記のアルミニウム溶液のラインを追加す

る。）に定める方法又は JIS K0102 の 34.1.1ｃ）（注

(6)第３文及び 34 の備考１を除く。）に定める方法（懸

濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物

質が共存しないことを確認した場合にあっては、こ

れを省略することができる。）及び昭和 46 年 12 月環

境庁告示第 59 号付表７に掲げる方法 

ほ う 素 1mg/L 以下  JIS K0102 の 47.1、47.3 又は 47.4 に定める方法 

1 , 4 - ジ オ キ サ ン 0.05mg/L 以下
 昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付表８に掲げる方

法 

備 考 

 １ 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を

行うものとする。 

 ２ カドミウム、鉛、六価クロム、砒（ひ）素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃

度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度

がそれぞれ地下水１L につき 0.003mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg 及び 1mg を超えていない

場合には、それぞれ検液１L につき 0.009mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg 及び 3mg とする。

 ３ 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限

界を下回ることをいう。 

 ４ 有機燐（りん）とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。 

 ５ 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、JIS K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 より測定されたシス体の濃度と JIS K0125 の

5.1、5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。 



17 
 

 

表１２ ダイオキシン類に関する環境基準 

（平成 11 年 12 月 27 日環境庁告示第 68 号 最終改正 令和２年３月 30 日環境省告示第 35 号） 

媒   体 基  準  値 測     定     方     法 

土 壌 1,000pg-TEQ/g以下

土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解

能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法 （ポリ塩化

ジベンゾフラン等（ポリ塩化ジベンゾフラン及びポリ塩化ジベン

ゾ−パラ−ジオキシンをいう。以下同じ。）及びコプラナーポリ塩化

ビフェニルをそれぞれ測定するものであって、かつ、当該ポリ塩

化ジベンゾフラン等を２種類以上のキャピラリーカラムを併用し

て測定するものに限る。） 

備 考 
 １ 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。 

 ２ 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が 250pg-TEQ／g 以

上の場合 簡易測定方法により測定した場合にあっては、簡易測定値に２を乗じた値が 250pg-TEQ／g 以上の

場合）には、必要な調査を実施することとする。 

出典：公害関係基準のしおり，一般社団法人長野県産業環境保全協会（令和 3年 3月） 
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３-７気象の状況 

   東御市の気候については、準高原的な内陸型の気候風土である。長野県の中でも少雨

の地域となっている。 

対象施設の最も近い気象観測所は東御地域気象観測所である。位置図を図７に示す。

東御地域気象観測所2020年の日平均気温は-0.1℃～23.4℃、年間降水量は約1079.0mm、

最多風向は北北東、平均風向は 2.1m/s であった。2020 年の月別観測結果を表１３、月

別平均気温・降水量のグラフを図６、2020 年の風配図を図８に示す。 

 

表１３ 主要な気象要素の 2020 年平均値（東御地域気象観測所） 

 
注)1．「）」統計を行う対象資料が許容範囲で欠けていますが、上位の統計を用いる際は一部の例外を除い

て正常値（資料が欠けていない）と同等に扱います（準正常値）。必要な資料数は、要素または現象、

統計方法により若干異なりますが、全体数の 80％を基準とします。 

出典：気象統計情報（気象庁ホームページ）をもとに作成 

 

 

図６ 東御地域気象観測所 2020 年平均気温・降水量 

 

 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １年間
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図７ 東御地域気象観測所位置図 

 

東御地域気象観測所 

対象施設①(東部クリーンセンター)

対象施設②(木質バイオマス発電所)
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図８ 東御地域気象観測所 2020 年風配図 

 

 

３-８大気質の状況 

３-８-１大気汚染調査の状況 

   対象施設周辺は、一般環境大気測定局（以下、「一般局」という。）が設置されていな

い。対象施設に最も近い測定局は、北西へ約８㎞の位置にある上田局である。ただし、

測定項目が少ないため、測定項目が多く近い測定局は南東へ約 18 ㎞の位置にある佐久

局である。参考として２局の測定結果を整理した。一般局の位置図を図９に示す。 

   一般局２局の測定項目を表１４、上田局の有害大気汚染物質等の測定項目を表１５、

化学物質排出把握管理促進法関連環境調査物質の測定項目を表１６に示す。 
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図９ 一般環境大気測定局位置図 

 

上田局 

佐久局 

対象施設①(東部クリーンセンター)

対象施設②(木質バイオマス発電所)
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表１４ 大気測定局２局の測定項目 

所
在
市
町 

測
定
局 

用
途
地
域 

測定項目 

二
酸
化
い
お
う 

一
酸
化
窒
素 

二
酸
化
窒
素 

浮
遊
粒
子
状
物
質 

光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト 

有
害
大
気
汚
染
物
質 

上田市 上田局 住 － ○ ○ ○ ○ 〇 

佐久市 佐久局 未 ○ ○ ○ ○ ○ － 

注)1．用途地域の略号は、都市計画法第８条に定める以下の用途区分を示す。 

住：第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域、 

     第２種中高層住居専用地域、第１種住居地域、第２種住居地域、及び準住居地 

未：用途地域を定めない地域 

出典：令和元年度大気汚染等測定結果 長野県環境部水大気環境課 令和 3年 3 月 

 

 

表１５ 有害大気汚染物質等測定地点の測定項目 

地域分類 測定地点 有害大気汚染物質等測定項目 

一般環境 上田局 

ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレ

ン、ジクロロメタン、クロロホルム、1,2-ジクロロエタ

ン、アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、1,3-ブタ

ジエン、塩化メチル、トルエン、ホルムアルデヒド、ア

セトアルデヒド、ニッケル化合物、ベリリウム及びその

化合物、マンガン及びその化合物、クロム及びその化合

物、ヒ素及びその化合物、水銀及びその化合物、ベンゾ

[a]ピレン 

出典：令和元年度大気汚染等測定結果 長野県環境部水大気環境課 令和 3年 3 月 

 

 

表１６ 化学物質排出把握管理促進法関連環境調査物質測定地点の測定項目 

地域分類 測定地点 有害大気汚染物質等測定項目 

一般環境 上田局 
トルエン、o-キシレン、m,p-キシレン、スチレン、エチ

ルベンゼン、ノルマルヘキサン、1-ブロモプロパン 

出典：令和２年版 長野県環境白書 2021(令和 3)年 3 月 
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１) 二酸化いおう 

佐久測定局の令和元年度の測定結果を表１７に示す。 

令和元年度は、長期的評価、短期的評価ともすべての測定局で環境基準と適合してい

る。 

平成 27 年度～令和元年度の年平均値の経年変化を表１８に示す。 

近年は、佐久局の値がほぼ横ばい傾向となっている。 

 

表１７ 二酸化いおうの測定結果(令和元年度) 

種別 測定局 
年平均値 

(ppm) 

長期的評価 短期的評価 

日平均値の

2%除外値

(ppm) 

日平均値が

0.04ppm を

超えた日が

2日以上連

続したこと

の有無 

環境

基準

達成

状況

日平均値が

0.04ppm を

超えた日数

(日) 

1 時間値の

最高値 

(ppm) 

1 時間値が

0.1ppm を超

えた時間数

(時間) 

環境

基準

との

適合

状況

一般局 佐久局 0.003 0.005 無 ○ 0 0.013 0 ○

注)1.表中の「環境基準との適合状況」の欄で、○:適合 ×:不適合 を示す。 

2.環境基準の達成状況の評価については、以下のとおり取り扱うこととされている。 

・長期的評価：年間の日平均値の 2％除外値が 0.04ppm 以下であること。ただし、日平均値が 0.04ppm 

を超える日が 2日以上連続しないこと。 

・短期的評価：1時間値の日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1時間値が 0.1ppm 以下であること。 

出典：令和元年度大気汚染等測定結果 長野県環境部水大気環境課 令和 3年 3 月 

 

表１８ 二酸化いおうの経年変化(平成 27 年度～令和元年度) 

種別 測定局 
年平均値(ppm) 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

一般局 佐久局 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 

出典：令和元年度大気汚染等測定結果 長野県環境部水大気環境課 令和 3年 3 月 

 

 

２) 二酸化窒素 

二酸化窒素は、上田局、佐久局の一般局 2 局で測定されている。これらの測定局の令

和元年度の測定結果を表１９に示す。 

令和元年度は、すべての測定局で環境基準と適合している。 

平成 27 年度～令和元年度の年平均値の経年変化を表２０に示す。 

近年は、いずれの測定局でも値が、ほぼ横ばいとなっている。 
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表１９ 二酸化窒素の測定結果(令和元年度) 

種別 測定局 
年平均値 

(ppm) 

1 時間値 

の最高値

(ppm) 

日平均値が

0.04ppm 以上

0.06ppm 以下 

の日数(日) 

日平均値が

0.06ppm を超 

えた日数(日) 

環境基準
との適合

状況 

一般局 
上田局 0.007 0.038 0 0 ○ 

佐久局 0.005 0.029 0 0 ○ 

注)1.表中の「環境基準との適合状況」の欄で、○:適合 ×:不適合 を示す。 

2.環境基準との適合状況の評価については、以下のとおり取り扱うこととされている。 

１時間値の１日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内またはそれ以下であること。 

出典：令和元年度大気汚染等測定結果 長野県環境部水大気環境課 令和 3年 3 月 

 

表２０ 二酸化窒素の経年変化(平成 27 年度～令和元年度) 

種別 測定局 
年平均値(ppm) 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

一般局 
上田局 0.008 0.007 0.008 0.008 0.007 

佐久局 0.006 0.005 0.006 0.006 0.005 

出典：令和元年度大気汚染等測定結果 長野県環境部水大気環境課 令和 3年 3 月 
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３) 浮遊粒子状物質 

浮遊粒子状物質は、上田局、佐久局の一般局 2 局で測定されている。これらの測定局

の令和元年度の測定結果を表２１に示す。 

令和元年度は、長期的評価、短期的評価ともにすべての測定局で環境基準と適合して

いる。 

平成 27 年度～令和元年度の年平均値の経年変化を表２２に示す。 

近年は、上田局の値が若干の増減はあるが、ほぼ横ばいとなっている。佐久局の値が

若干の増減はあるが、減少傾向となっている。 

 

表２１ 浮遊粒子状物質の測定結果(令和元年度) 

種別 測定局 
年平均値 

(mg/m3) 

長期的評価 短期的評価 

日平均値

の 2％除

外値 

(mg/m3)

日平均値が

0.10mg/m3

を超えた日

が 2日以上

連続したこ

との有無

環境

基準

との

適合

状況

日平均値が

0.10mg/m3

を超えた

日数 

(日) 

1 時間値

の最高値 

(mg/m3) 

1 時間値が 

0.20mg/m3 

を超えた 

時間数 

(時間) 

環境

基準

との

適合

状況

一般局 
上田局 0.012 0.029 無 ○ 0 0.052 0 ○

佐久局 0.008 0.024 無 ○ 0 0.057 0 ○

注)1.表中の「環境基準との適合状況」の欄で、○:適合 ×:不適合 を示す。 

2.環境基準との適合状況の評価については、以下のとおり取り扱うこととされている。 

・長期的評価：年間の日平均値の 2％除外値が 0.10mg/m3以下であること。ただし、日平均値が 0.10mg/m3 

を超える日が 2日以上連続しないこと。 

・短期的評価：1時間値の日平均値が 0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が 0.20mg/m3以下であること 

出典：令和元年度大気汚染等測定結果 長野県環境部水大気環境課 令和 3年 3 月 

 
表２２ 浮遊粒子状物質の経年変化(平成 27 年度～令和元年度) 

種別 測定局 
年平均値(mg/m3) 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

一般局 
上田局 0.014 0.013 0.011 0.010 0.012 

佐久局 0.012 0.010 0.011 0.010 0.008 

出典：令和元年度大気汚染等測定結果 長野県環境部水大気環境課 令和 3年 3 月 
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４) ダイオキシン類 

大気中のダイオキシン類は、佐久局で平成 29 年度、上田局で平成 28 年度及び令和元

年度に測定されている。各年度測定していないため、長野県内の平成 27 年度～令和元年

度の測定結果を表２３に示す。 

平成 27 年度～令和元年度は、長野県の測定地点で環境基準と適合している。 

 

表２３ ダイオキシン類の測定結果(平成 27 年度～令和元年度) 

調査 

地点 

年平均値（pg-TEQ/㎥） 環境基準 

との適合

状況 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

佐久局 － － 0.0093 － － 〇 

上田局 － 0.012 － － 0.0062 〇 

諏訪局 － 0.0077 － － － 〇 

伊那局 － － 0.0057 － － 〇 

飯田局 0.031 － － 0.044 － 〇 

木曽局 0.014 － － － 0.0031 〇 

松本局 0.014 0.010 0.0065 0.0095 0.0091 〇 

大町局 － － － 0.0076 － 〇 

中野局 0.015 0.011 0.027 0.020 0.0086 〇 

注)1.年 4 回調査を実施した平均値。環境基準の適合・不適合は年平均値で評価することとされている。 

2.表中の「環境基準との適合状況」の欄で、○:適合 ×:不適合 を示す。 

3.環境基準との適合状況の評価については、以下のとおり取り扱うこととされている。 

      0.6pg-TEQ/m3以下であること。 

   4.「－」測定なし。 

出典：長野県のダイオキシン類調査結果 平成 27 年度から令和元年度までの調査結果 

（一般環境、周辺調査及び排出ガス測定）長野県環境部水大気環境課 更新日：2020 年 9 月 22 日 
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５) 塩化水素 

塩化水素は環境基準が設定されていない。大気汚染防止法において、ばい煙発生施設

の廃棄物焼却炉に排出基準が設定されている。参考までに東部クリーンセンターで測定

した結果を表２４、経年変化を表２５に示す。 

令和元年 4月～令和 3年 4 月においては、東部クリーンセンターは排出基準と適合し

ている。 

 
表２４ 塩化水素の測定結果(令和 3 年) 

調査地点 調査日 
測定値 

(㎎/N ㎥)

排出基準 

(㎎/N ㎥) 

排出基準 

との適合状況

東部クリーンセンター
１号炉 令和 3年 4月 15 日 <33 700 ○ 

２号炉 令和 3年 4月 15 日 31 700 ○ 

注)1.表中の「排出基準との適合状況」の欄で、○:適合 ×:不適合 を示す。 

2.排出基準との適合状況の評価については、以下のとおり取り扱うこととされている。 

    700 ㎎/㎥以下であること。 

出典：煙道排ガス測定結果証明書 2021 年 4 月 株式会社信濃公害研究所 

 
表２５ 塩化水素経年変化(令和元年～令和 3年) 

調査地点 
令和元年4月 

(㎎/N ㎥) 

令和元年10月

(㎎/N ㎥) 

令和2年4月

(㎎/N ㎥) 

令和2年10月 

(㎎/N ㎥) 

令和3年4月

(㎎/N ㎥)

東部クリーンセンター
１号炉 56 37 42 <40 <33 

２号炉 45 <27 35 <26 31 

出典：煙道排ガス測定結果証明書 2019 年 4 月～2021 年 4 月 株式会社信濃公害研究所 
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６) 空間線量率 

大気中の空間線量率は長野市で毎年測定されている。長野市の令和 2 年度の測定結

果を表２６に示す。平成 28 年度～令和 2 年度の年平均値の経年変化を表２７に示す。 

令和 2 年度は国際放射線防護委員会の年間被ばく限度量と適合している。 

近年は、ほぼ横ばい傾向となっている。 

 
表２６ 空間線量率の測定結果(令和 2 年度) 

調査地点 
年平均値 

(μSv/h) 

最大値 

(μSv/h) 

最小値 

(μSv/h) 

国際放射線防護

委員会の年間被

ばく限度量 

との適合状況

長野市 

環境保全研究所 
0.038 0.066 0.034 ○ 

注)1.表中の「国際放射線防護委員会の年間被ばく限度量との適合状況」の欄で、○:適合 ×:不適合 

を示す。 

2.国際放射線防護委員会の年間被ばく限度量との適合状況の評価は、以下のとおり取り扱うことと 

されている。 

     時間換算値が 0.19μSv/h 以下であること。 

出典：長野市におけるモニタリングポストによる空間放射線量の測定結果 長野県環境部環境政策課 

 更新日：2021 年 2 月 21 日 

 

表２７ 空間線量率の測定結果(平成 28 年度～令和 2 年度) 

調査 

地点 

年平均値(μSv/h) 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 

長野市 

環境保全研究所 
0.038 0.038 0.038 0.043 0.038 

出典：長野市におけるモニタリングポストによる空間放射線量の測定結果 長野県環境部環境政策課 

 更新日：2021 年 2 月 21 日 
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３-９土壌汚染 

 長野県のダイオキシン類環境調査結果によると、過去 5 年間の土壌中のダイオキシ

ン類の測定は、各年度に別々の２地点で行われている。測定結果を表２８に示す。 

いずれの測定地点も環境基準と適合している。 

 

表２８ 土壌中のダイオキシン類測定結果(平成 27 年度～令和元年度) 

調査 

地点 

平均値（pg-TEQ/g） 環境基準

との適合

状況 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

松本市 1 － － － － 0.46 〇 

上田市 － － － － 2.3 〇 

北相木村 － 0.38 － － － 〇 

根羽村 － － － 0.0021 － 〇 

売木村 － － － 0.067 － 〇 

天龍村 0.19 － － － － 〇 

泰阜村 － － 0.0076 － － 〇 

大鹿村 － － 0.0069 － － 〇 

王滝村 － 0.0096 － － － 〇 

生坂村 － － － － － 〇 

栄村 0.41 － － － － 〇 

注)1.表中の「環境基準との適合状況」の欄で、○:適合 ×:不適合 を示す。 

2.環境基準との適合状況の評価については、以下のとおり取り扱うこととされている。 

     1,000pg-TEQ/g 以下であること。 

  3.「－」測定なし。 

   4.松本市 1 は松本蟻ケ崎高校での調査地点を示す。 

出典：長野県のダイオキシン類調査結果 平成 27 年度から令和元年度までの調査結果 

（一般環境、周辺調査及び排出ガス測定）長野県環境部水大気環境課 更新日：2020 年 9 月 22 日 

 

  



30 
 

４. 調査内容 

４-１ 大気質 

４-１-１調査項目及び方法 

調査項目は対象施設稼働に伴い発生する可能性のある物質のうち、環境基準の設定

がある二酸化いおう、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、ダイオキシン類とする。 

また、大気汚染防止法によるばい煙発生施設に適用される排出基準の設定のある項

目を中心とした塩化水素、ふっ素、カドミウム、鉛及び対象施設等から発生が懸念さ

れる空間線量率とする。調査項目及び調査方法を表２９に示す。 

 

表２９ 調査項目及び調査方法 

調査項目 調査方法 
調査 
高さ 

二酸化いおう JIS-B-7952 注)1 

3.0m 二酸化窒素 JIS-B-7953 注)1 

浮遊粒子状物質 JIS-B-7954 注)1 

ダイオキシン類 ろ過捕集法-高分解能ガスクロマトグラフ 

質量分析法 注)2 
1.5m 

塩化水素 液体捕集法-イオンクロマトグラフ法 

ふっ素 液体捕集法-イオンクロマトグラフ法 

カドミウム ろ過捕集法-誘導結合プラズマ質量分析法 
3.0m 

鉛 ろ過捕集法-誘導結合プラズマ質量分析法 

空間線量率（γ線） シンチレーション式 1.5m 

地上気象 

(風向･風速･気温･湿度) 
気象観測機器 3.0m 

注)1.「大気の汚染に係る環境基準について」(昭和 48 年 5月 8日環境庁告示第 25 号)及び「二酸化

窒素に係る環境基準について」(昭和 53 年 7 月 11 日環境庁告示第 38 号)等に定める方法に

よる 

  2．「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について」

(平成 11 年 12 月 27 日環境庁告示第 68 号)に定める方法による 
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４-１-２調査地点 

対象施設稼働時に煙突排ガスによる影響等を予測するため、住民等の土地利用

状況等を考慮した 1 地点とする。調査地点の概要を表３０、調査位置を図１０に

示す。 

 

表３０ 調査地点概要 

調査地点 No.１ 

場 所 名 羽毛山コミュニティーセンター 

住  所 長野県東御市羽毛山３３６−１ 
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図１０ 調査地点図   

No.1 大気調査地点 

１ｋｍ

対象施設①(東部クリーンセンター)

対象施設②(木質バイオマス発電所) No.2 土壌調査地点
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４-１-３調査期間及び頻度 

   調査期間及び頻度を表３１に示す。 

 

表３１ 調査期間及び頻度 

 

 

 

 

 

  

調査項目 調査期間 調査頻度 

二酸化いおう 

令和３年５月１５日 

～ 

令和３年５月２１日 

7 日間連続測定 

1 時間値×24 回×7 日 
二酸化窒素 

浮遊粒子状物質 

ダイオキシン類 
7 日間/回（期間平均値） 

24 時間連続測定×7 日 

塩化水素 
7 日間/回(日平均値) 

24 時間連続測定×7 日 

ふっ素 
7 日間/回(日平均値) 

24 時間連続測定×7 日 

カドミウム 
7 日間/回(日平均値) 

24 時間連続測定×7 日 

鉛 
7 日間/回(日平均値) 

24 時間連続測定×7 日 

空間線量率（γ線） 7 日間 

地上気象 

(風向・風速・気温・湿度) 

7 日間連続測定 

1 時間値×24 回×7 日 
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４-２土壌 

４-２-１調査項目及び方法 

調査項目は、環境基準の設定がある項目とする。調査項目及び調査方法を表３２に

示す。 

 

表３２ 土壌調査項目及び調査方法 

調査項目 調査方法 

カドミウム 

1991 年環境庁告示第 46 号に定める 

方法による 

全シアン 

有機燐 

鉛 

六価クロム 

砒素 

総水銀 

アルキル水銀 

PCB 

銅 

ジクロロメタン、四塩化炭素、1，2―ジクロ

ロエタン、1，1―ジクロロエチレン、1，2―

ジクロロエチレン、1，1，1―トリクロロエタ

ン、1，1，2―トリクロロエタン、トリクロロ

エチレン、テトラクロロエチレン、1，3―ジ

クロロプロペン、ベンゼン 

チウラム 

シマジン、チオベンカルブ 

セレン 

ふっ素 

ほう素 

1,4-ジオキサン 

ダイオキシン類 

「ダイオキシン類による大気の汚染、

水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環

境基準について」(平成 11 年 12 月 27

日環境庁告示第 68 号)に定める方法

による 
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４-２-２調査地点 

   対象施設稼働時に煙突排ガスによる影響等を予測するため、住民等の土地利用状況

等を考慮した 1 地点とする。調査地点の概要を表３３、調査位置を図１０に示す。 

 

表３３ 調査地点概要 

調査地点 No.２ 

場 所 名 羽毛山地区家内農地 

 

 

４-２-３調査期間及び頻度 

調査期間及び頻度を表３４に示す。 

 

表３４ 調査期間及び頻度 

調査項目 調査期間 調査頻度

カドミウム、全シアン、有機燐、鉛、六価クロム、

砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、銅、ジクロ

ロメタン、四塩化炭素、1，2―ジクロロエタン、

1，1―ジクロロエチレン、1，2―ジクロロエチレ

ン、1，1，1―トリクロロエタン、1，1，2―トリ

クロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロ

ロエチレン、1，3―ジクロロプロペン、チウラ

ム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレ

ン、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン 

ダイオキシン類 

令和 3 年 5月 14 日 １回 
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５. 調査結果 

５-１大気質 

５-１-１二酸化いおう 

調査結果は表３５に示す。 

調査期間中は、全ての 1 時間値の 1日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1 時間値

が 0.1ppm 以下である環境基準と適合していた。１時間値の最高値は<0.001ppm、日平均

値は<0.001ppm で調査日によって差はみられなかった。 

 

表３５ 二酸化いおう調査結果 

 注）1. 表中の「環境基準との適合状況」の欄で、○:適合 ×:不適合 を示す。 

2.環境基準との適合状況の評価については、以下のとおり取り扱うこととされている。 

1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1 時間値が 0.1ppm 以下であること。 

3.「<」は定量下限値未満を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査日時 

１時間値 日平均値 環境基準

との適合

状況 
最高値 

(ppm) 

0.1ppm を超えた

時間数(時間) 

平均値 

(ppm) 

0.04ppm を超え

た日数(日) 

5 月 15 日 <0.001 0 <0.001 0 〇 

5 月 16 日 <0.001 0 <0.001 0 〇 

5 月 17 日 <0.001 0 <0.001 0 〇 

5 月 18 日 <0.001 0 <0.001 0 〇 

5 月 19 日 <0.001 0 <0.001 0 〇 

5 月 20 日 <0.001 0 <0.001 0 〇 

5 月 21 日 <0.001 0 <0.001 0 〇 

調査期間 

(5 月 15 日～ 

5 月 21 日) 

<0.001 0 <0.001 0 〇 
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５-１-２二酸化窒素 

調査結果は表３６に示す。 

調査期間中は、全ての 1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン

内またはそれ以下である環境基準と適合していた。１時間値の最高値は 0.003～

0.010ppm、日平均値は 0.002～0.004ppm であった。 

 

表３６ 二酸化窒素調査結果 

  注）1. 表中の「環境基準との適合状況」の欄で、○:適合 ×:不適合 を示す。 

2.環境基準との適合状況の評価については、以下のとおり取り扱うこととされている。 

1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査日時 

１時間値 

最高値

(ppm) 

日平均値 環境基準

との適合

状況 平均値 
0.04ppm を超

えた日数(日)

0.06ppm を超

えた日数(日) 

5 月 15 日 0.008 0.004 0 0 〇 

5 月 16 日 0.003 0.002 0 0 〇 

5 月 17 日 0.005 0.003 0 0 〇 

5 月 18 日 0.006 0.003 0 0 〇 

5 月 19 日 0.007 0.004 0 0 〇 

5 月 20 日 0.006 0.004 0 0 〇 

5 月 21 日 0.010 0.004 0 0 〇 

調査期間 

(5 月 15 日～ 

5 月 21 日) 

0.010 0.003 0 0 〇 
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５-１-３浮遊粒子状物質 

調査結果は表３７に示す。 

調査期間中の全ての 1時間値の 1日平均値が 0.10mg/㎥以下であり、かつ、１時間値

が 0.20mg/㎥以下である環境基準と適合していた。日平均値は 0.004～0.019mg/㎥、 

1 時間値の最高値は 0.007～0.029mg/㎥で調査日によって差がみられた。 

 

表３７ 浮遊粒子状物質調査結果 

調査日時 
日平均値 

(mg/m3) 

短期的評価 

日平均値が 

0.10mg/m3を 

超えた日数 

(日) 

1 時間値の 

最高値 

(mg/m3) 

1 時間値が 

0.20mg/m3を超

えた時間数 

(時間) 

環境基準と

の適合状況

5月 15 日 0.019 0 0.029 0 ○ 

5 月 16 日 0.011 0 0.017 0 ○ 

5 月 17 日 0.006 0 0.009 0 ○ 

5 月 18 日 0.004 0 0.007 0 ○ 

5 月 19 日 0.005 0 0.011 0 ○ 

5 月 20 日 0.009 0 0.014 0 ○ 

5 月 21 日 0.005 0 0.009 0 ○ 

調査期間 

(5 月 15 日～ 

5 月 21 日) 

0.008 0 0.029 0 ○ 

注）1.表中の「環境基準との適合状況」の欄で、○:適合 ×:不適合 を示す。 

2.環境基準との適合状況の評価については、以下のとおり取り扱うこととされている。 

1 時間値の 1日平均値が 0.10 mg/m3以下であり、かつ、１時間値が 0.20 mg/m3以下であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

５-１-４ダイオキシン類 

調査結果は表３８に示す。 

調査期間中は 0.6pg-TEQ/㎥以下の環境基準と適合していた。調査日のダイオキシン

類の数値は 0.011pg-TEQ/㎥で低い数値であった。 

 

表３８ ダイオキシン類調査結果 

注）1. 表中の「環境基準との適合状況」の欄で、○:適合 ×:不適合 を示す。 

2.環境基準との適合状況の評価については、以下のとおり取り扱うこととされている。 

0.6 pg-TEQ/㎥以下であること。 

 

 

 

５-１-５塩化水素 

   調査結果は表３９に示す。 

環境基準はないため比較はしない。調査期間中は 0.002～0.014ppm で調査日によっ

て差がみられた。 

 

表３９ 塩化水素調査結果 

調査日時 
塩化水素 

(ppm) 

5 月 15 日 0.014 

5 月 16 日 0.003 

5 月 17 日 0.004 

5 月 18 日 0.002 

5 月 19 日 0.005 

5 月 20 日 0.002 

5 月 21 日 0.008 

調査期間 

(5 月 15 日～ 

5 月 21 日) 

0.005 

調査日時 
ダイオキシン類 

pg-TEQ/㎥ 

環境基準 

pg-TEQ/㎥ 

環境基準と

の適合状況 

5 月 15 日

～ 

5 月 21 日 

0.011 0.6 以下 〇 
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５-１-６ふっ素 

   調査結果は表４０に示す。 

環境基準はないため比較はしない。調査期間中は<0.002ppm で調査日によって差はみ

られなかった。 

 

表４０ ふっ素調査結果 

調査日時 
ふっ素 

(ppm) 

5 月 15 日 <0.002 

5 月 16 日 <0.002 

5 月 17 日 <0.002 

5 月 18 日 <0.002 

5 月 19 日 <0.002 

5 月 20 日 <0.002 

5 月 21 日 <0.002 

調査期間 

(5 月 15 日～ 

5 月 21 日) 

<0.002 

注）1.「<」は定量下限値未満を示す。 
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５-１-７カドミウム 

   調査結果は表４１に示す。 

環境基準はないため比較はしない。調査期間中は<0.00001mg/㎥で調査日によって差

はみられなかった。 

 

表４１ カドミウム調査結果 

調査日時 
カドミウム 

(㎎/㎥) 

5 月 15 日 <0.00001 

5 月 16 日 <0.00001 

5 月 17 日 <0.00001 

5 月 18 日 <0.00001 

5 月 19 日 <0.00001 

5 月 20 日 <0.00001 

5 月 21 日 <0.00001 

調査期間 

(5 月 15 日～ 

5 月 21 日) 

<0.00001 

注）1.「<」は定量下限値未満を示す。 
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５-１-８鉛 

   調査結果は表４２に示す。 

環境基準はないため比較はしない。調査期間中は<0.00001mg/㎥で調査日によって差

はみられなかった。 

 

表４２ 鉛調査結果 

調査日時 
鉛 

(㎎/㎥) 

5 月 15 日 <0.00001 

5 月 16 日 <0.00001 

5 月 17 日 <0.00001 

5 月 18 日 <0.00001 

5 月 19 日 <0.00001 

5 月 20 日 <0.00001 

5 月 21 日 <0.00001 

調査期間 

(5 月 15 日～ 

5 月 21 日) 

<0.00001 

注）1.「<」は定量下限値未満を示す。 
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５-１-９空間線量率 

   調査結果は表４３に示す。 

環境基準はないため比較はしない。ただし、国際放射線防護委員会（ICRP）の年間被

ばく限度量（自然放射線を除き 1mSv）の時間換算値 0.19μSv/h 以下と適合していた。

調査期間中は 0.030～0.037μSv/h で調査日によってほとんど差はみられなかった。 

 

表４３ 空間線量率調査結果 

調査日時 
空間線量率 

(μSv/h) 

5 月 15 日 0.033 

5 月 16 日 0.032 

5 月 17 日 0.031 

5 月 18 日 0.030 

5 月 19 日 0.030 

5 月 20 日 0.033 

5 月 21 日 0.037 

調査期間 

(5 月 15 日～ 

5 月 21 日) 

0.032 

 

 

 

５-１-１０地上気象 

調査結果は表４４、気温の変化は図１１、風配図は図１２に示す。 

調査期間中の日平均気温は16.3～21.3℃、最高気温は19.1～28.9℃、最低気温は12.6

～16.1℃、日平均湿度は 71.4～89.5％、日平均気圧は 946.3～957.8hPa、最多風向は西

北西、平均風向は 0.7～2.7m/s であった。 
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表４４ 調査地点の気温・湿度・気圧・風向等 

 

 

 
図１１ 調査地点の気温 

 

 

図１２ 調査地点の風配図  

5月15日 5月16日 5月17日 5月18日 5月19日 5月20日 5月21日 7日間

日平均 18.4 16.9 21.3 18.3 17.6 16.3 18.1 18.1

日最高 23.6 19.1 28.9 23.7 20.4 19.8 22.2 22.5

日最低 12.6 14.7 16.1 15.1 14.7 12.6 16.1 14.6

71.4 79.7 79.7 83.7 87.0 85.4 89.5 82.3
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５-２土壌 

   調査結果は表４５、土壌のダイオキシン類の結果は表４６に示す。 

調査結果は全ての調査項目で環境基準と適合していた。 
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表４５ 土壌調査結果 

 
注）1.「<」は、定量下限値未満を示す。 

  2.N.D は検出されなかったことを示し、「（ ）」内の数字は定量下限値を示す。 

3.表中の「環境基準との適合状況」の欄で、○:適合 ×:不適合 を示す。 

4.「－」環境基準の設定なし。 

 

カドミウム（Cd）     < 0.001 mg/L 0.003mg/L以下 〇

六価クロム（Cr(Ⅵ)）     < 0.02 mg/L 0.05mg/L以下 〇

シアン（CN）  ND(< 0.1)mg/L 検出されないこと 〇

水銀（Hg）     < 0.0002 mg/L 0.0005mg/L以下 〇

アルキル水銀  ND(< 0.0005)mg/L 検出されないこと 〇

セレン（Se）     < 0.005 mg/L 0.01mg/L以下 〇

鉛（Pb）     < 0.005 mg/L 0.01mg/L以下 〇

砒素（As）     < 0.005 mg/L 0.01mg/L以下 〇

ふっ素（F）       0.74 mg/L 0.8mg/L以下 〇

ほう素（B）     < 0.1 mg/L 1mg/L以下 〇

シマジン     < 0.0001 mg/L 0.003mg/L以下 〇

チウラム     < 0.0005 mg/L 0.006mg/L以下 〇

チオベンカルブ     < 0.0001 mg/L 0.02mg/L以下 〇

ポリ塩化ビフェニル（PCB）  ND(< 0.0005)mg/L 検出されないこと 〇

有機りん  ND(< 0.1)mg/L 検出されないこと 〇

四塩化炭素     < 0.0002 mg/L 0.002mg/L以下 〇

クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)     < 0.0002 mg/L 0.002mg/L以下 〇

1,2-ジクロロエタン     < 0.0002 mg/L 0.004mg/L以下 〇

1,1-ジクロロエチレン     < 0.001 mg/L 0.1mg/L以下 〇

1,2-ジクロロエチレン     < 0.001 mg/L 0.04mg/L以下 〇

1,3-ジクロロプロペン(D-D)     < 0.0002 mg/L 0.002mg/L以下 〇

ジクロロメタン     < 0.001 mg/L 0.02mg/L以下 〇

テトラクロロエチレン     < 0.001 mg/L 0.01mg/L以下 〇

1,1,1-トリクロロエタン   　< 0.001 mg/L 1mg/L以下 〇

1,1,2-トリクロロエタン  　 < 0.0005 mg/L 0.006mg/L以下 〇

トリクロロエチレン   　< 0.001 mg/L 0.01mg/L以下 〇

ベンゼン 　　< 0.001 mg/L 0.01mg/L以下 〇

1,4-ジオキサン  　 < 0.005 mg/L 0.05mg/以下 〇

銅(Cu) 0.7 mg/kg乾重量 － －

含水率 8.0% － －

強熱減量 7.3% － －

調査項目
環境基準と
の適合状況

環境基準5月14日採取
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表４６ 土壌調査ダイオキシン類結果 

調査項目 
5 月 14 日採取 

（pg-TEQ/g） 

環境基準 

(pg-TEQ/g) 

環境基準との 

適合状況 

ダイオキシン類 7.6 1000 〇 

注）1.表中の「環境基準との適合状況」の欄で、○:適合 ×:不適合 を示す。 

2.環境基準との適合状況の評価については、以下のとおり取り扱うこととされている。 

1000 pg-TEQ/g 以下であること。  
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６. 評価 

  対象施設周辺における周囲の状況、今回の調査結果及び環境基準等を比較し評価する。 

６-１大気質 

６-１-１二酸化いおう 

評価を表４７に示す。 

   今回調査結果、令和 2 年調査結果及び周辺の一般環境測定局の佐久局の測定結果は

全て環境基準と適合していた。 

表４７ 二酸化いおうの評価 

  注）1.表中の「環境基準との適合状況」の欄で、○:適合 ×:不適合 を示す。 

2.環境基準の達成状況の評価については、以下のとおり取り扱うこととされている。 

1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1 時間値が 0.1ppm 以下であること。 

3.「（ ）」内は、年平均値を示す。 

4. 「<」は、定量下限値未満を示す。 

 

６-１-２二酸化窒素 

   評価を表４８に示す。 

   今回調査結果、令和 2 年調査結果及び周辺の一般環境測定局の上田局、佐久局の測定

結果は全て環境基準と適合していた。 

表４８ 二酸化窒素の評価 

調査 
日平均値 

(ppm) 

1 時間値 

の最高値 

(ppm) 

日平均値が

0.04ppm 以上

0.06ppm 以下 

の日数(日) 

日平均値が

0.06ppm を超 

えた日数(日) 

環境基準

との適合

状況 

今回調査結果 0.003 0.010 0 0 ○ 

令和 2 年調査結果 0.004 0.009 0 0 ○ 

上田局 (0.007) 0.038 0 0 ○ 

佐久局 (0.005) 0.029 0 0 ○ 

注）1.表中の「環境基準との適合状況」の欄で、○:適合 ×:不適合 を示す。 

2.環境基準の達成状況の評価については、以下のとおり取り扱うこととされている。 

1 時間値の 1日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内またはそれ以下であること。 

   3.「（ ）」内は、年平均値を示す。 

調査 

１時間値 日平均値 環境基準

との適合

状況 
最高値 

(ppm) 

0.1ppm を超えた

時間数(時間) 

平均値 

(ppm) 

0.04ppm を超え

た日数(日) 

今回調査結果 <0.001 0 <0.001 0 〇 

令和 2 年調査結果 0.002 0 0.001 0 〇 

佐久局 0.013 0 （0.003） 0 〇 
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６-１-３浮遊粒子状物質 

   評価を表４９に示す。 

   今回調査結果、周辺の一般環境測定局の上田局、佐久局の測定結果は全て環境基準と

適合していた。令和 2 年調査結果では、１時間値が 0.261mg/m3で 0.20mg/m3を超えた時

間が 1 時間あり環境基準を満たさなかった。 

 

表４９ 浮遊粒子状物質の評価 

調査 
日平均値 

(mg/m3) 

長期的評価 短期的評価 

日平均値

の 2％除

外値 

(mg/m3) 

日平均値が

0.10mg/m3を超

えた日が 2日

以上連続した

ことの有無 

環境基

準との

適合

状況

日平均値が

0.10mg/m3を

超えた日数

(日) 

1 時間値

の最高値 

(mg/m3) 

1 時間値が 

0.20mg/m3 

を超えた 

時間数 

(時間) 

環境基

準との

適合

状況

今回調査結果 0.008 - 無 ○ 0 0.029 0 ○

令和 2 年調査結果 0.014 - 無 ○ 0 0.261 1 ×

上田局 (0.012) 0.029 無 ○ 0 0.052 0 ○

佐久局 (0.008) 0.024 無 ○ 0 0.057 0 ○

注)1.表中の「環境基準との適合状況」の欄で、○:適合 ×:不適合 を示す。 

2.環境基準の達成状況の評価については、以下のとおり取り扱うこととされている。 

・長期的評価：年間の日平均値の 2％除外値が 0.10mg/m3以下であること。ただし、日平均値が 0.10mg/m3を

超える日が 2 日以上連続しないこと。 

・短期的評価：1 時間値の日平均値が 0.10mg/m3以下であり、かつ、1 時間値が 0.20mg/m3以下であること。 

3.「( )」内は、年平均値を示す。 

出典：令和元年度大気汚染等測定結果 長野県環境部水大気環境課 令和 3年 3 月 

 

６-１-４ダイオキシン類 

   評価を表５０に示す。 

   今回調査結果、令和 2 年調査結果及び周辺の一般環境測定局の上田局の測定結果は

全て環境基準と適合していた。 

 

表５０ ダイオキシン類の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）1.表中の「環境基準との適合状況」の欄で、○:適合 ×:不適合 を示す。 

2.環境基準の達成状況の評価については、以下のとおり取り扱うこととされている。 

0.6pg-TEQ/㎥以下であること。 

調査 
ダイオキシン類 

pg-TEQ/㎥ 

環境基準 

pg-TEQ/㎥ 

環境基準と

の適合状況 

今回調査結果 0.011 0.6 以下 〇 

令和 2 年調査結果 0.010 0.6 以下 〇 

上田局 0.0062 0.6 以下 〇 
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６-１-５塩化水素 

評価を表５１に示す。 

   今回調査結果及び、令和 2年調査結果を比較すると減少傾向となっている。 

なお、環境基準が設定されていないため比較はしない。周辺でも測定はされていない。 

 

表５１ 塩化水素調査結果 

調査 
塩化水素 

(ppm) 

今回調査結果 0.005 

令和 2 年調査結果 0.009 

 

６-１-６ふっ素 

評価を５２に示す。 

   今回調査結果及び、令和 2年調査結果ともに定量下限値未満となっている。 

なお、環境基準が設定されていないため比較はしない。周辺でも測定はされていない。 

 

表５２ ふっ素調査結果 

調査 
ふっ素 

(ppm) 

今回調査結果 <0.002 

令和 2 年調査結果 <0.002 

注）1.「<」は定量下限値未満を示す。 

 

６-１-７カドミウム 

評価を表５３に示す。 

   今回調査結果及び、令和 2年調査結果ともに定量下限値未満となっている。 

なお、環境基準が設定されていないため比較はしない。周辺でも測定はされていない。 

 

表５３ カドミウム調査結果 

調査 
カドミウム 

(㎎/㎥) 

今回調査結果 <0.00001 

令和 2 年調査結果 <0.00001 

注）1.「<」は定量下限値未満を示す。 
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６-１-８鉛 

評価を表５４に示す。 

   今回調査結果及び、令和 2年調査結果ともに定量下限値未満となっている。 

なお、環境基準が設定されていないため比較はしない。周辺でも測定はされていない。 

 

表５４ 鉛調査結果 

調査 
鉛 

(㎎/㎥) 

今回調査結果 <0.00001 

令和 2 年調査結果 <0.00001 

注）1.「<」は定量下限値未満を示す。 

 

 

６-１-９空間線量率 

評価を表５５に示す。 

   今回調査結果及び、令和 2年調査結果を比較すると横ばい傾向となっている。 

なお、環境基準が設定されていないため比較はしない。周辺でも測定はされていない。 

また、国際放射線防護委員会（ICRP）の年間被ばく限度量（自然放射線を除き 1mSv）

の時間換算値 0.19μSv/h 以下を満足していた。 

 

表５５ 空間線量率の評価 

調査 
平均値 

(μSv/h) 

最大値 

(μSv/h) 

最小値 

(μSv/h) 

国際放射線防護委員

会の年間被ばく限度

量との適合状況 

今回調査結果 0.032 0.037 0.030 ○ 

令和 2 年調査結果 0.031 0.034 0.028 ○ 

長野市 

環境保全研究所 
（0.038） 0.066 0.034 ○ 

注）1.表中の「国際放射線防護委員会の年間被ばく限度量との適合状況」の欄で、○:適合 ×:不適合 を示す。 

2.「（ ）」内は、年平均値を示す。 
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６-１-１０地上気象 

今回調査結果及び周辺東御地域気象観測所の測定結果のまとめを表５６に示す。 

   ただし、今回調査の日平均値は、５月１５日～２１日の７日間の調査結果であり、東

御地域気象観測所は年平均値の調査結果である。なお、７日連続の１時間値の調査結果

は、資料編に示す。 

 

表５６ 地上気象の調査結果 

調査 
今回調査結果 

(5 月 15 日～21 日)

令和 2 年調査結果

(5 月 9 日～14 日)

東御地域気象観測所

（年平均値） 

気温 

(℃) 
平均 

日平均 18.1 16.8 10.1 

日最高 22.5 25.5 16.0 

日最低 14.6 8.6 5.3 

平均湿度(％) 82.3 64.7 － 

平均気圧(hPa) 952.2 950.4 － 

最多風向 西北西 北北東 北北東 

平均風速(m/s) 1.5 1.6 2.1 

 

 

６-２土壌 

   評価は表５７、土壌のダイオキシン類の評価は表５８に示す。 

今回調査結果は全ての調査項目で環境基準と適合していた。令和２年調査では、ふっ

素が 0.94 ㎎/L で 0.8 ㎎/L の環境基準を超過した。その他の調査項目は環境基準と適

合していた。 

土壌のダイオキシン類については、今回調査、令和２年調査及び測定地点の測定結果

は全て環境基準と適合していた。 
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表５７ 土壌調査の評価 

 
注）1.「<」は、定量下限値未満を示す。 

  2.N.D は検出されなかったことを示し、「（ ）」内の数字は定量下限値を示す。 

3.表中の「環境基準との適合状況」の欄で、○:適合 ×:不適合 を示す。 

4.「－」環境基準の設定なし。 

 

 

5月14日採取 環境基準

環境
基準
との
適合
状況

5月8日採取 環境基準

環境
基準
との
適合
状況

カドミウム（Cd）     < 0.001 mg/L 0.003mg/L以下 〇     < 0.005 mg/L 0.01mg/L以下 〇

六価クロム（Cr(Ⅵ)）     < 0.02 mg/L 0.05mg/L以下 〇     < 0.02 mg/L 0.05mg/L以下 〇

シアン（CN）  ND(< 0.1)mg/L 検出されないこと 〇  ND(< 0.1)mg/L 検出されないこと 〇

水銀（Hg）     < 0.0002 mg/L 0.0005mg/L以下 〇     < 0.0002 mg/L 0.0005mg/L以下 〇

アルキル水銀  ND(< 0.0005)mg/L 検出されないこと 〇  ND(< 0.0005)mg/L 検出されないこと 〇

セレン（Se）     < 0.005 mg/L 0.01mg/L以下 〇     < 0.005 mg/L 0.01mg/L以下 〇

鉛（Pb）     < 0.005 mg/L 0.01mg/L以下 〇 　　　0.005 mg/L 0.01mg/L以下 〇

砒素（As）     < 0.005 mg/L 0.01mg/L以下 〇     < 0.005 mg/L 0.01mg/L以下 〇

ふっ素（F）       0.74 mg/L 0.8mg/L以下 〇       0.94 mg/L 0.8mg/L以下 ×

ほう素（B）     < 0.1 mg/L 1mg/L以下 〇     < 0.1 mg/L 1mg/L以下 〇

シマジン     < 0.0001 mg/L 0.003mg/L以下 〇     < 0.0001 mg/L 0.003mg/L以下 〇

チウラム     < 0.0005 mg/L 0.006mg/L以下 〇     < 0.0005 mg/L 0.006mg/L以下 〇

チオベンカルブ     < 0.0001 mg/L 0.02mg/L以下 〇     < 0.0001 mg/L 0.02mg/L以下 〇

ポリ塩化ビフェニル（PCB）  ND(< 0.0005)mg/L 検出されないこと 〇  ND(< 0.0005)mg/L 検出されないこと 〇

有機りん  ND(< 0.1)mg/L 検出されないこと 〇  ND(< 0.1)mg/L 検出されないこと 〇

四塩化炭素     < 0.0002 mg/L 0.002mg/L以下 〇     < 0.0002 mg/L 0.002mg/L以下 〇

クロロエチレン     < 0.0002 mg/L 0.002mg/L以下 〇     < 0.0002 mg/L 0.002mg/L以下 〇

1,2-ジクロロエタン     < 0.0002 mg/L 0.004mg/L以下 〇     < 0.0002 mg/L 0.004mg/L以下 〇

1,1-ジクロロエチレン     < 0.001 mg/L 0.1mg/L以下 〇     < 0.001 mg/L 0.1mg/L以下 〇

1,2-ジクロロエチレン     < 0.001 mg/L 0.04mg/L以下 〇     < 0.001 mg/L 0.04mg/L以下 〇

1,3-ジクロロプロペン(D-D)     < 0.0002 mg/L 0.002mg/L以下 〇     < 0.0002 mg/L 0.002mg/L以下 〇

ジクロロメタン     < 0.001 mg/L 0.02mg/L以下 〇     < 0.001 mg/L 0.02mg/L以下 〇

テトラクロロエチレン     < 0.001 mg/L 0.01mg/L以下 〇     < 0.001 mg/L 0.01mg/L以下 〇

1,1,1-トリクロロエタン   　< 0.001 mg/L 1mg/L以下 〇   　< 0.001 mg/L 1mg/L以下 〇

1,1,2-トリクロロエタン  　 < 0.0005 mg/L 0.006mg/L以下 〇  　 < 0.0005 mg/L 0.006mg/L以下 〇

トリクロロエチレン   　< 0.001 mg/L 0.01mg/L以下 〇   　< 0.001 mg/L 0.03mg/L以下 〇

ベンゼン 　　< 0.001 mg/L 0.01mg/L以下 〇 　　< 0.001 mg/L 0.01mg/L以下 〇

1,4-ジオキサン  　 < 0.005 mg/L 0.05mg/以下 〇  　 < 0.005 mg/L 0.05mg/以下 〇

銅(Cu) 0.7 mg/kg乾重量 － － 0.7 mg/kg乾重量 － －

含水率 8.0% － － 3.3% － －

強熱減量 7.3% － － 7.2% － －

令和2年調査結果

調査項目

今回調査結果



54 
 

 

表５８ 土壌調査ダイオキシン類結果 

調査項目 
調査結果 

（pg-TEQ/g） 

環境基準 

(pg-TEQ/g) 

環境基準との 

適合状況 

今回調査結果 7.6 1000 〇 

令和 2 年調査結果 7.1 1000 〇 

松本市 1 0.46 1000 〇 

上田市 2.3 1000 〇 

注）1.表中の「環境基準との適合状況」の欄で、○:適合 ×:不適合 を示す。 

2.環境基準との適合状況の評価については、以下のとおり取り扱うこととされている。 

1000 pg-TEQ/g 以下であること。 
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７. まとめ 

今回調査、令和 2 年調査結果、周辺の一般環境測定局等の調査結果及び環境基準との比

較を表５９に示す。 

  なお、佐久局の調査結果は、令和元年度大気汚染等測定結果等に基づくものである。 

令和２年調査結果及び今回の調査結果を比較した結果は、ほぼ同水準で推移している

ことから、東部クリーンセンター及び木質バイオマス発電所稼働に伴う、環境への影響は

低いと考えられる。 
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表５９ 今回調査結果、令和 2 年調査、周辺の調査結果及び環境基準との比較 

調査項目 
環境上 

の条件 

今回調査 令和 2 年調査 
周辺の調査結果 

（佐久局） 
環境基準 

調査結果 

環境

基準

との

適合

状況

調査結果 

環境

基準

との

適合

状況

調査結果 

環境

基準

との

適合

状況 

 

二酸化いおう 

1 日平均値 <0.001ppm 〇 0.001ppm 〇 (0.003ppm) 〇 

1 時間値の 1 日

平 均 値 が

0.04ppm 以下で

あり、かつ、1 時

間値が 0.1ppm

以下 

1 時間値 

最高値 
<0.001ppm 〇 0.002ppm 〇 0.013ppm 〇 

二酸化窒素 1 日平均値 0.003ppm 〇 0.004ppm 〇 (0.005ppm) 〇 

1 時間値の 1 日

平 均 値 が

0.04ppm か ら

0.06ppm までの

ゾーン内または

それ以下である

こと 

浮遊粒子状物質 

1 時間値の 

日平均値 
0.008mg/m3 〇 0.014mg/m3 〇 0.024mg/m3 〇 

1 時間値の日平

均 値 が

0.10mg/m3 以下

であり、かつ、1

時 間 値 が

0.20mg/m3 以下

1 時間値の 

最高値 
0.029mg/m3 〇 0.261mg/m3 × 0.057mg/m3 〇 

ダイオキシン類 

(大気) 
平均値 

0.011 

pg-TEQ/㎥ 
〇 

0.010 

pg-TEQ/㎥ 
〇 

0.0062 

pg-TEQ/㎥ 

(上田市) 

〇 
0.6pg-TEQ/㎥

以下 

塩化水素 平均値 0.005ppm － 0.009ppm － － － － 

ふっ素 平均値 <0.002ppm － <0.002ppm － － － － 

カドミウム 平均値 <0.00001mg/m3 － <0.00001mg/m3 － － － － 

鉛 平均値 <0.00001mg/m3 － <0.00001mg/m3 － － － － 

空間放射線量 平均値 0.032μSv/h － 0.031μSv/h － 
(0.038μSv/h) 

(長野市) 
－ － 

土壌 表 57 を参照 表 57 を参照 〇 表 57 を参照 〇 － － 表 57 を参照 

ダイオキシン類 

(土壌) 

1000 

pg-TEQ/g 

以下 

7.6pg-TEQ/g 〇 7.1pg-TEQ/g 〇 

2.3 

pg-TEQ/g 

(上田市) 

〇 
1000pg-TEQ/g

以下 

注）1.表中の「環境基準との適合状況」の欄で、○:適合 ×:不適合 を示す。 

    2.「－」は環境基準の設定がないため数値の把握のみ。 

    3.「<」は定量下限値未満を示す。 

    4.「( )」内は、年平均値を示す。 

以上 




